
大村市告示第４４号 

 

大村市３世代同居・近居促進事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

平成３０年３月２９日 

 

大村市長  園 田 裕 史   

 

大村市３世代同居・近居促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市は、安心して子どもを産み育てることができる居住環境の形成を促進する

ため、予算の定めるところにより、新たに３世代で同居又は近居をするために住宅

の新築、改修又は取得をする者に対し、大村市３世代同居・近居促進事業補助金

（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、大村市補

助金等交付規則（昭和４２年大村市規則第２０号。以下「規則」という。）及びこ

の要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 子育て世帯 小学生以下の者（胎児を含む。）及びその親が属する世帯をい

う。 

(2) 子育て希望世帯 子がいない夫婦（第９条に規定する実績報告を行うときま

でに婚姻の確認ができるものに限る。）であって、年齢の合計が８０歳以下であ

るものが属する世帯をいう。 

(3) ３世代 子育て世帯の親の世代を含む３以上の世代又は子育て希望世帯の夫

婦の世代を含む２以上の世代をいう。 

(4) 同居 市内で同一の住宅に居住すること（住宅及び当該住宅と同一の敷地内

にある離れ（台所、浴室又は便所がない住宅をいう。）に居住することを含

む。）をいう。 



(5) 近居 市内に居住すること（同居を除く。）をいう。 

(6) 新築住宅 新たに建設された住宅で、人の居住の用に供したことのないもの

（建設工事の完了の日から起算して１年を経過したものを除く。）をいう。 

(7) 中古住宅 新築住宅以外の住宅で、補助金の交付の対象となる者（以下「補

助対象者」という。）及びその者の３親等以内の者の所有でないものをいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の関係法令に適合する住宅であって、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 一戸建て住宅（併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。） 

(2) 共同住宅（２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年

法律第６９号）第２条第２項に規定する区分所有者をいう。）が存する建物をい

い、人の居住の用に供する専有部分（同条第３項に規定する専有部分をいう。）

に限る。） 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 

(1) 新たに３世代で同居又は近居をするために、補助対象住宅の新築、改修又は

取得（以下「新築等」という。）をしようとする者であること。 

(2) ３世代で同居又は近居をしている者であって、同居又は近居を開始した日の

属する年度の３月３１日までに新築等をしようとする者 

２ 新たに３世代で同居又は近居をする者（前項第２号に該当する場合は、３世代で

同居又は近居をしている者。以下同じ。）のいずれかに市税の滞納がある場合は、

補助金の対象としない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に

掲げる新築等に要する経費とする。 

(1) ３世代で同居又は近居をするための補助対象住宅の新築又は改修（別表第１

の左欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める内容のものに限る。） 

(2) ３世代で同居又は近居をするための補助対象住宅の取得（新築住宅又は中古住

宅に限る。） 



２ 前項第１号に規定する改修は、市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する

個人が施工するものに限る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象経費とし

ない。 

(1) 補助金の交付の決定の前に施工し、又は売買契約を締結したもの 

(2) 新築等のうち、国、地方公共団体その他の団体から他の補助金（これに類す

ると市長が認める場合を含む。）の交付を受けている部分又は受ける部分 

(3) その他市長が適当でないと認めるもの 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の５分の１以内とし、かつ、補助対象住宅１件

につき４０万円を上限とする。この場合において、補助金の額に１，０００円未満

の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助金の交付は、同一の補助対象者につき１回限りとする。 

（申請の手続） 

第７条 規則第５条の規定により、補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申

請者」という。）は、様式第１号による申請書に、別表第２の左欄に定める申請者

の欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる添付書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

（補助金の交付の条件） 

第８条 規則第７条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する

場合に付する条件となるものとする。 

(1) 補助事業者（補助事業を行う者をいう。以下同じ。）は、次のいずれかに該

当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。 

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合 

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けな

ければならないこと。 

(3) 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関

する事項を明らかにした書類、帳簿等を備え付け、これらを補助事業の完了後



５年間保管しておかなければならないこと。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第２号による実績報告書に、

別表第３の左欄に定める補助対象者の欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る添付書類を添えて、当該補助事業の完了した日から２０日を経過した日又は当該

補助事業の完了した日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに市長に提

出しなければならない。 

（補助金の支払） 

第１０条 この補助金は、規則第１６条の規定により交付すべき補助金の額を確定し

た後に支払うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書

に補助金の交付確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

 

附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第５条関係） 

区分 内容 

間取りの変更等 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設その他市長

が認める工事 

設備の改修等 台所、浴室、便所、洗面所等の設備の改修又は増設 

バリアフリーリフォーム (1) 通路又は出入口の幅を拡張する工事 

(2) 階段の勾配を緩和する工事 

(3) 手すりを取り付ける工事 

(4) 段差を解消する工事 

(5) 出入口の戸を改良する工事 

(6) 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 

断熱改修 窓、屋根、天井、外壁及び床の断熱に係る工事 

浄化槽の設置等 浄化槽の設置又は入替え 

 

別表第２（第７条関係） 

申請者 添付書類 

共通 (1) 新たに３世代で同居又は近居をする者全員の

住民票 

(2) ３世代の関係が確認できる書類（戸籍謄本

等） 

(3) 妊娠している者である場合は、母子健康手帳

の写し 

(4) 新たに３世代で同居又は近居をする者全員の

市税を滞納していないことが確認できる書類

（納税証明書等） 

(5) 事業計画書兼補助金算定書（様式第３号） 

(6) 市長が別に定める事業前アンケート 

(7) その他市長が必要と認める書類 

補助対象住宅の新築をしよう

とする者のみ 

(1) 各階平面図 

(2) 工事見積書の写し 
補助対象住宅の改修をしよう

とする者のみ 

(1) 建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知

書、家屋台帳等の補助対象住宅の所有者等が確

認できるもの 

(2) 補助対象リフォーム工事費内訳書（様式第４

号） 

(3) 現況写真（補助対象住宅の全景写真及び補助

を受ける改修工事の部分（部位及び設備を含

む。）ごとに着工前の状況を撮影したもの） 

(4) 改修部分の平面図（改修工事前及び改修工事



後のもの） 

(5) 工事見積書の写し 

補助対象住宅の取得をしよう

とする者のみ 

(1) 建物の登記事項証明書 

(2) 現況写真（補助対象住宅の全景写真） 

(3) 住宅の取得に係る経費が確認できるもの 

 

別表第３（第９条関係） 

補助対象者 添付書類 

共通 (1) 新たに３世代で同居又は近居をする者全員の

住民票 

(2) 領収書の写し等（支払が確認できるもの） 

(3) 市長が別に定める事業後アンケート 

(4) その他市長が必要と認める書類 

補助対象住宅の新築をする者

のみ 

(1) 完成写真（全景写真） 

補助対象住宅の改修をする者

のみ 

(1) 施工中及び完成後の写真（補助を受ける改修

の部分（部位及び設備を含む。）ごとに撮影し

たもの） 

(2) 滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他市長

が必要と認めるものの性能が確認できる書類

（納品書等） 

補助対象住宅の取得をする者

のみ 

(1) 売買契約書の写し 

 

 


